
都市戦略部 マネジメント方針 
 

都市戦略部では市長との政策協議のもと、次のとおり基本方針・組織目標・行動目標を

定めました。この方針に基づき目標の達成に向け着実に取り組みます。 

 

 

令和３年４月１日 

都市戦略部長  桑 原 雄 二 

 

【基本方針】 

子どもから高齢者まで、全ての市民が安全・安心で豊かな生活を送ることができるよ

う、市民と行政が手を携え、民間の活力を活かしながら、誰もが住み続けたい、住んでみ

たいと思える「みんなが輝く全国に誇れるふくい」の実現に向け、積極的に取り組みます。 

まず、北陸新幹線福井開業を見据え、福井駅周辺において、東口拡張施設や市街地再開

発など民間と連携し、県都の玄関口にふさわしい魅力と賑わいのあるまちづくりをすす

めます。 

次に、本格的な人口減少・少子高齢社会が進展するなか、福井市都市計画マスタープラ

ン（平成 22年～令和 12年）に基づき、市街地や農山漁村部など地域の特色を活かし、土

地利用の適正化などを図り、持続可能なまちづくりをすすめます。 

また、並行在来線会社の設立など、本市の交通環境は大きく変わろうとしており、第 2

次福井市都市交通戦略（令和 3 年度～12 年度）に基づき、地域をつなぐ「全域交通ネッ

トワーク」づくりをすすめます。 

さらに、高齢者をはじめ誰もが安全で安心な暮らしをおくることができるよう、第 11

次福井市交通安全計画（令和 3年度～7年度）に基づき、交通安全対策をすすめます。 

最後に、国のデジタル社会の実現に向けた方針を見据え、市民の満足度の高い行政サー

ビスの提供や効率的で持続可能な行財政運営のため、自治体デジタル・トランスフォーメ

ーション（ＤＸ）をすすめます。 

 

【組織目標】 

Ⅰ．北陸新幹線福井開業に向けて、福井駅周辺での取組を確実に進め、県都の玄関口にふ

さわしい魅力と賑わいのあるまちづくりをすすめます 

Ⅱ．福井市都市計画マスタープラン（平成 22 年～令和 12 年）に基づき、適正な土地利用

の誘導と快適な生活環境の維持に努め、持続可能なまちづくりをすすめます 

Ⅲ．第 2次福井市都市交通戦略（令和 3年度～12年度）に基づき、地域をつなぐ「全域交

通ネットワーク」の構築をすすめます 

Ⅳ．第 11次福井市交通安全計画（令和 3年度～7年度）に基づき、交通安全対策をすすめ

ます 

Ⅴ．デジタル技術等を活用し、市民の利便性の向上や業務の効率化のための各種施策をす

すめます 



【行動目標】 

 

組織目標Ⅰ 北陸新幹線福井開業に向けて、福井駅周辺での取組を確実に進め、県都の玄関口

にふさわしい魅力と賑わいのあるまちづくりをすすめます 

      ○○○○に取り組みます 

 

 

行動目標 SDGs指標 

１ 民間主体のまちづくりの推進 

福井駅周辺を魅力と賑わいある市街地へ再整備するため、民間が主体とな

った再開発事業への支援を行い、商業、文化、医療、居住等の複合的な都市

機能の充実を図ります。 

複数の再開発事業を確実にすすめるため、工事スケジュールの調整など事

業者間の連携強化を図るとともに、事業のＰＲイベントを開催し、地元の理

解と機運醸成に努めます。 

また、県、市、商工会議所で組織する県都にぎわい創生協議会（※）での

議論を踏まえ、更なる民間が主体となるまちづくりをすすめます。 

 

 

 

 

 

 

※ 県都にぎわい創生協議会 

  福井駅周辺において持続的な賑わいを創生し、その賑わいを県下一円に波及さ

せることを目的に県、市、商工会議所により令和 2 年 7 月に設置された。エリア

マネジメント部会、新幹線開業準備部会の 2 つの部会において議論を進めてい

る。 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

２  中心市街地の賑わい創出 

賑わいと交流の拠点であるハピリンを中心とした様々なイベントを開催

し、周辺施設や関連団体と連携して、中心市街地全体で歩行者の回遊性を高

めます。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

※1 ハピリン入込客数 

ハピリン内全施設への入込客数の合計 

※2 ハピリン来場者数 

福福館、セーレンプラネット、ハピテラス及びハピリンホールの来場者数の

合計 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

○総 5  民間主体によるまちづくりへの支援件数 ： 3件 

    再開発事業等連絡調整会議の開催    ： 2回以上  

再開発事業ＰＲイベントの開催     ： 12月 

県都にぎわい創生協議会、部会の開催（グランドデザイン策定） 

○総 6  ハピリン入込客数（※1）  

： 268万人（元年度） → 157万人（2年度） → 200万人（3年度） 

  ハピリン来場者数（※2）  

： 48万人（元年度） → 24万人（2年度） →  35万人（3年度） 

歩行者・自転車通行量（中央１丁目） 

： 35,781人（元年度）→ 34,876人（2年度）→ 36,000人（3年度） 

ハピリンと近隣商業施設との連携イベントの開催 ： 4件 



 

 

 

 

行動目標 SDGs指標 

３ 居心地がよく歩きたくなるウォーカブルなまちの推進 

歩いて楽しいまちを創出するため、福井駅周辺の地区交通戦略を策定しま

す。 

福井城址周辺の道路整備を継続して行い、周辺事業者と連携したイベント

に取り組み、まちなかの観光資源の魅力向上を図ります。 

また、中核市として、ふくい嶺北連携中枢都市圏の各市町の魅力ある自

然、歴史、文化などの地域資源のＰＲや体験イベントを開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

※1 福井城址回遊プロジェクト 

福井城址周辺の回遊性を高めるため、城址東側エリアにおいてテイクアウト

店舗によるカフェイベント等を開催 

※2 中心拠点 

高次の都市機能の集積・強化を図る福井駅周辺エリア 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

４ 北陸新幹線の建設促進 

北陸新幹線の工事がこれ以上遅れることなく確実に開業できるよう、国、

県との連絡を密にし、連携して取り組みます。 

現在すすめている福井駅東口拡張施設（仮称：観光交流センター）につい

ては、福井駅舎と一体的な施設となるため、関係者と協議しながら計画的に

すすめるとともに、本年度は施設の管理運営の方針を定めます。 

また、敦賀・大阪間については、令和 5年度当初に着工するため早急に財

源を確保し、大阪までの早期全線開業に関係機関と連携して取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

地区交通戦略の策定     ： 12月 

福井城址周辺道路整備の推進 ： Ｌ＝200ｍ 

福井城址回遊プロジェクト（※1）の実施（イベント開催） ： 4回 

 中心拠点（※2）の賑わい創出イベント実施 ： 8月 

 福井駅東口拡張施設（仮称：観光交流センター）建築工事着工 ： 9月 

拡張施設の管理運営方針の決定 



 

 

組織目標Ⅱ 福井市都市計画マスタープラン（平成 22年～令和 12年）に基づき、適正な土地

利用の誘導と快適な生活環境の維持に努め、持続可能なまちづくりをすすめます 

 

行動目標 SDGs指標 

５ 適正な土地利用の推進 

福井市都市計画マスタープラン（平成 22年～令和 12年）の目指すべき都

市像の実現に向けて、都市計画制度の適正な運用を図るため、昨年度の福井

都市計画区域に引き続き、嶺北北部都市計画区域の都市計画基礎調査を行い

ます。 

また、地域拠点（※）である美山駅周辺や越廼公民館周辺において、住

民、民間の事業者、大学等と協働し、地域の将来像や、その課題を見極める

ための交通の社会実験などをとりいれたワークショップを開催します。 

 

 

 

 

 

※ 地域拠点 

過度に自動車に頼ることなく日常生活を送ることができるよう、現在の機能の

集積状況や、立地特性、土地利用の経緯などを踏まえ、公共交通と連携した場所 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

６ 街路整備の推進 

まちの骨格となる幹線道路について、計画的に整備を進めます。 

志比口開発線は、隣接する環状東線の混雑緩和と福井森田道路からの新た

な交通流入に対応するため、今年度供用を開始します。   

 

 

 

 

 

 

※ 都市計画道路の整備率（整備済延長累計／都市計画決定延長） 

  令和 2 年度実績 196,320m／233,680m≒84.0％ 

         令和 2 年度整備延長 270ｍ（志比口開発線 270ｍ） 

令和 3 年度目標 196,630m／233,680m≒84.1％ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

７ 県都にふさわしい良好な景観形成 

県都にふさわしい美しい街並みをつくるため、民間が行う良好な景観に配

慮した建築物等の更新やまちの魅力向上に資する事業に支援します。 

また、福井らしい景観をつくり・育てるために、ふくい嶺北連携中枢都市

圏の各市町と連携した広域的な景観の形成をすすめます。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

都市計画基礎調査（嶺北北部都市計画区域）の実施  

ワークショップ等の開催 ： 4回 

○総 3 民間活力による県都にふさわしい景観形成への支援 ： 8件 

広域景観形成のＰＲ動画作成 

都市計画道路整備率（※）  

： 83.9％（元年度） → 84.0％（2年度） → 84.1％（3年度） 

志比口開発線の供用開始 



  

組織目標Ⅲ 第 2次福井市都市交通戦略（令和 3年度～12年度）に基づき、地域をつなぐ「全

域交通ネットワーク」の構築をすすめます 

  

行動目標 SDGs指標 

８ ○新選択性のある二次交通の充実と利用環境・利便性の向上 

公共交通相互のモビリティネットワークを充実し、「行きたいところにスム

ーズに行ける」交通環境を構築するために、フルデマンドタクシー（※1）の導

入や、中心市街地の店舗と連携した運賃割引、越美北線沿線でのアンケート

調査などを行います。 

また、地域拠点や乗継拠点における乗継ぎの利便性や待合の環境向上に向

け、大型商業施設における案内サインの整備などを行います。 

 

 

 

 

 

※1 フルデマンドタクシー 

路線バスの維持が困難な地域の公共交通として、定員 10 名以下のタクシー車

両を活用し、時刻表によらず、利用者の予約に応じて運行するもの。 

 

※2 公共交通機関 

えちぜん鉄道、福井鉄道、路線バス（地域バス、コミュニティバスを含む）

を対象とする。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

９  連携中枢都市圏におけるＭａａＳによる交通システムの構築 

日常の生活や観光において、その目的に応じたスムーズな移動を支援する

ため、ふくい嶺北連携中枢都市圏の各市町と協働してＭａａＳ（※）の導入

に向けた勉強会を行います。 

住民や観光客にとって便利で、公共交通の利用促進につながるＭａａＳシ

ステムの導入を目指し、今年度は導入のための実証実験の計画を作成し、令

和 5年度の本格導入を目指します。 

 

 

 

 ※ ＭａａＳとは、Mobility as a Services の略 

  

◇ＭａａＳシステム導入スケジュール 

令和 3年度 
ＭａａＳシステム導入のための勉強会の開催、実証実験

準備、協議会設立意向確認 

令和 4年度 
福井嶺北版ＭａａＳ協議会の設立、実証実験、本格導入

準備 

令和 5年度 
本格導入、利用状況等の追跡、分析等→改良点などの協

議 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

○総 15,16 公共交通機関（※2）の乗車人数 

： 895万人（元年度）→ 673万人（2年度見込）→ 800万人（3年度） 

ＭａａＳシステム実証実験の計画作成 ： 2月 



 

 

 

 

行動目標 SDGs指標 

１０  並行在来線開業準備 

並行在来線の開業が遅れることによる新たな自治体負担が生じないよう、

県や沿線市町等と連携し取り組みます。 

円滑な開業準備に向け、経営計画を策定するとともに、将来の利用促進に

つながる新駅の設置やパーク＆ライド駐車場の整備などの検討をすすめま

す。 

 

 

 

 

 

※ 経営計画 

   並行在来線の運行計画、資金計画、利用促進策等について、福井県並行在来  

線対策協議会が策定する計画 

 

 

１１  自転車の利用促進と利便性の向上 

最寄りの鉄道駅への移動手段として自転車の利用を促すため、自転車駐車場

を整備し、利用環境の改善を図ります。 

また、安全かつ快適に自転車利用ができる環境づくりの一環として、新た

な自転車の駅（※）を設けます。 

 

 

 

 

  

※ 自転車の駅 

     自転車利用者のサービススポット。コンビニエンスストアや鉄道駅等にて空

気入れや自転車用工具の貸出、トイレの提供等のサービスを行う。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１２  市営駐車場の適正な運営 

適正で効率的な市営駐車場を運営するため、施設の修繕等を計画的に実施

します。 

また、福井駅周辺での買物や土日祝日のイベント等で、市営駐車場を気軽

に利用できるよう、他の駐車場事業者と連携した利用促進策に取り組みま

す。 

 

 

 

 

 

サイクルアンドライドの推進 ： 鉄道駅自転車駐車場の整備１カ所 

自転車の駅の新規開設        ： 2カ所 

市営駐車場の駐車台数 

 ：53.9万台（元年度）→ 48.9万台（2年度） → 56.8万台（3年度） 

○総 10 経営計画（※）の策定 ： 10月 

    利用促進策の市民意向調査 



 

 

組織目標Ⅳ 第 11 次福井市交通安全計画（令和 3 年度～7 年度）に基づき、交通安全対策を

すすめます 

 

行動目標 SDGs指標 

１３ ○新高齢者と子どもの事故防止 

交通事故による「死者数・重傷者数」（※）を減らし、交通事故の少ない安

全で安心なまちをつくります。 

子どもや高齢者を対象とした交通安全教育を充実するために、人材の育成

に努めます。 

また、自転車の事故を防止するため、自転車通学の中学生を対象に正しい

交通ルールの周知とマナーの啓発を行います。 

 

 

 

 

 

 

※ 死者数・重傷者数 

令和 7 年までに達成すべき基本目標値（第 11 次福井市交通安全計画） 

     ・死者数   7 人以下 

     ・重傷者数 40 人以下 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

１４ ○新車に頼り過ぎない社会づくり 

高齢者の運転による事故を防止するため、自身の運転能力を測るためのセ

ルフチェックを呼びかけ、運転に自信のない方への免許の自主返納を促しま

す。 

また、来街者がまちなかを快適に回遊できるよう、まちなかレンタサイクル

「ふくチャリ」（※）の利用促進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

※ ふくチャリ 

市民や観光客等の来街者に対してレンタサイクルを提供することで、まちなか

における利便性と回遊性を高めるため、ホテルや観光・公共施設等とともに「レ

ンタサイクル運営協議会」を設立している。 

協議会では、電動アシスト自転車を配備し、自転車の再配置や点検、電話応対

などを行っている。 

     〇貸出場所数 15 カ所 

〇台数    37 台 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

交通事故死者数  ： 7人（元年）→ 11人（2年） → 7人以下（3年）  

交通事故重傷者数 ：80人（元年）→ 60人（2年） →40人以下（3年）   

交通安全指導者マニュアルの作成 

中学生を対象とした自転車ルール・マナーの啓発活動 ： 2校 

○総 66 高齢者運転免許証自主返納者数  

：990人（元年） → 869人（2年） → 1,000人（3年） 

ふくチャリの利用回数 

：7,240人（元年度） → 3,686回（2年度） → 5,000回（3年度） 

 

ふくチャリの新規ポート開設 ： 1箇所  

 

 



 

 

組織目標Ⅴ デジタル技術等を活用し、市民の利便性の向上や業務の効率化のための各種施

策をすすめます 

 

行動目標 SDGs指標 

１５ ○新ＩＣＴ利活用推進計画の改定 

今年度は福井市ＩＣＴ利活用推進計画（平成 30年度～令和 3年度）の最終

年度であり、今後の自治体デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）に

向けて計画の改定を行います。 

計画の改定にあたり、国の自治体ＤＸ推進計画（令和 3年 1月～8年 3月）

や（仮称）自治体ＤＸ推進手順書を参考に、ＩＣＴの利活用による市民の利

便性の向上や業務の効率化を計画的に推進していくための将来像と目標を設

定します。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

１６  ○新自治体ＤＸを推進するための取組 

国の自治体ＤＸ推進計画（令和 3年 1月～8年 3月）に基づき、業務の効率

化を図るため、行政手続のオンライン化、ＡＩ・ＲＰＡ（※）の利用推進、

オープンデータの推進に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

※ ＲＰＡとは、Robotic Process Automation の略  

定型業務の自動化。人間がコンピュータを操作して行う作業を、ソフトウェア

による自動的な操作によって代替する仕組みのこと。 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

１７  デジタル人材の育成に向けた研修機会の創出 

職員に対して、GIS（※1）研修や Access（※2）研修を実施するとともに、

国及び県が実施する統計や電子申請システムの操作研修等を活用し、デジタ

ル人材の育成に向けて研修の受講機会を増やします。 

 

 

 

※1 ＧＩＳ（ジー・アイ・エス）とは、Geographic Information System の略 

位置情報を持った空間データを統合的に管理・加工し、視覚的に表示するこ

とで、高度な分析や迅速な判断を可能とするシステムのこと。 

 

※2 Ａｃｃｅｓｓ（アクセス）とは、Microsoft 製のデータベース管理ソフト 

データの管理、保存に優れ、プログラミングの経験が少ない職員でも、比較

的容易に簡単なシステムを構築することができる。 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

オンライン化申請手続 

：19手続（元年度） →  19手続（2年度） → 25手続（3年度） 

ＲＰＡ導入業務数    ：  5件（2年度） →   7件（3年度） 

オープンデータ数   

： 111件（元年度） →  119件（2年度） →  122件（3年度） 

   

 

ＩＣＴ利活用推進計画の改定 

研修回数 ： 8回 

  



総務部 マネジメント方針 
 

総務部では市長との政策協議のもと、次のとおり基本方針・組織目標・行動目標を定め

ました。この方針に基づき目標の達成に向け着実に取り組みます。 

 

 

令和３年４月１日 

総務部長  塚 谷 朋 美 

 

【基本方針】 

 

本市が中核市として着実に発展していくために、効率的に業務を進め、政策課題に的確

に対応できる人材の育成に取り組み、人口減少社会にあっても活力ある地域づくりの実現

を目指します。 

また、「ふくい嶺北連携中枢都市圏」の中心都市として、活力ある社会経済の維持やより

よい行政サービスを提供できるよう、連携中枢都市圏ビジョン（令和元年度～5年度）に掲

げる取組を推進します。 

未来づくり推進局では、第 2期福井市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略

（令和 2年度～6 年度）に基づき、東京圏への若者の流出抑制や魅力ある雇用の創出など、

各種施策を着実に推進し、すべての市民が安心して暮らせるまちづくりを進めます。 

また、本市の強みである住みよさや充実した子育て・教育環境をＰＲするとともに、就

職・移住にかかる支援などの施策の充実を図り、さらなる移住定住を促進します。 

さらに、北陸新幹線福井開業を見据え、首都圏等に向けて積極的に情報発信を行い、本

市の認知度向上やイメージアップを図ります。 

 

  



【組織目標】 

 

Ⅰ．「質の高い行政経営」の実現に向け、行財政改革を推進するとともに、社会の変化に対

応した行政サービスの見直しに取り組みます 

Ⅱ．計画的な行政運営を推進するため、第八次福井市総合計画を策定します 

Ⅲ．人口減少・少子高齢社会にあっても活力ある社会経済を維持するため、連携中枢都市

圏ビジョン（令和元年度～5 年度）に掲げる取組を進めます 

Ⅳ．地域の自主性を発揮し活性化を図るため、地方分権の推進に取り組みます 

Ⅴ．一人ひとりの人権が尊重される地域社会の実現に向け、各種啓発事業を実施します 

Ⅵ．市民に分かりやすい情報発信を行うとともに、「ふくい」の魅力を積極的に発信し、東

京事務所を拠点に本市への観光誘客やＵ・Ｉターンの促進、企業誘致に努めます 

 ＜未来づくり推進局担当＞ 

Ⅶ．（Ⅰ）人口減少に立ち向かうため、福井への新しい人の流れの創出・拡大に取り組みます 

Ⅷ.（Ⅱ）地域の特色を活かした住民主体のまちづくり活動を支援し、活力ある地域社会づ

くりを進めます 

Ⅸ．（Ⅲ）北陸新幹線福井開業に向けて、「ふくい」の認知度向上やイメージアップに取り

組むとともに、市民等の機運醸成の促進に努めます 

Ⅹ．（Ⅳ）女性が輝く社会づくり及び若者の結婚への意識向上に向けた取組を進めます 

 

  



【行動目標】 

  

組織目標Ⅰ 「質の高い行政経営」の実現に向け、行財政改革を推進するとともに、社会の変 

化に対応した行政サービスの見直しに取り組みます 

  

行動目標 SDGs 指標 

１ ○新行財政改革のさらなる推進 

「福井市行財政改革指針（平成 29年度～令和 3年度）」は、今年度が取組

の最終年度となることから、すべての取組が達成できるよう適切な進行管理

を行います。 

第八次福井市総合計画を着実に推進するため、「福井市行財政改革指針（令

和 4年度～8年度）」を策定し、さらなる効率的、効果的な行財政改革に取り

組みます。 

 

 

 

 

 

 

 ※ 全 31 の取組のうち、目標を達成した取組の割合 

（目標達成の評価指標である「快晴」又は「晴れ」とした取組数／全取組数） 

 
 
 
 
 

 

２ 職員の人材育成 

北陸新幹線福井開業に向けて、連携中枢都市圏の政策課題に的確に対応で

きるよう、職員の政策形成スキルの向上及び自己啓発の促進を図るととも

に、おもてなし意識の更なる醸成を図ります。 

     

 

 

 

 

 

※ 連携中枢都市圏市町の職員合同による政策課題研修 

全 9 回実施（インターバル期間：5 か月間） 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

３ 職員数の適正化に向けた取組 

  今後の行政需要を踏まえた効率的な組織編成、計画的な職員採用等によっ

て、職員数の適正化を図り、財政再建計画(平成 30年度～令和 5年度)を着実

に実行します。 

また、級別職員数の適正化や給与体系の見直しに引き続き取り組むととも

に、コスト意識をもって業務の効率化を図ります。 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「福井市行財政改革指針（平成 29年度～令和 3年度）」に掲げた 

取組の達成度（※）：100% 

「福井市行財政改革指針（令和 4年度～8年度）」の策定 

連携中枢都市圏市町の職員合同による政策課題研修（※）への参加自治体数 

：11自治体（本市を含む） 

おもてなし意識の向上に係る研修の実施 ： 受講者数 300人 

  

福井市定員適正化計画(平成 30年度～令和 4年度)による 

令和 4年 4月 1日時点の職員数     ： 2,287人 

（平成 30年 4月 1日時点の職員数 ： 2,372人） 



 

  

組織目標Ⅱ 計画的な行政運営を推進するため、第八次福井市総合計画を策定します 

 

 

行動目標 SDGs 指標 

４ 第八次福井市総合計画の策定 

総合的かつ計画的な市政運営を進めるため、令和 4年度から 5年間のまち

づくりの指針となる第八次福井市総合計画を策定します。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

第八次福井市総合計画の策定 



 

  

組織目標Ⅲ 人口減少・少子高齢社会にあっても活力ある社会経済を維持するため、連携中枢

都市圏ビジョン（令和元年度～5年度）に掲げる取組を進めます 

 

行動目標 SDGs 指標 

５ 連携中枢都市圏の推進 

連携中枢都市圏ビジョン（※）に掲げる取組を推進するため、有識者で構

成する連携中枢都市圏ビジョン懇談会の意見等を踏まえながら適切な進捗管

理を行うとともに、圏域の更なる発展につなげるため、必要なビジョンの改

訂を行います。 

 

 

 

 

 ※ 連携中枢都市圏ビジョン 

連携中枢都市圏の中長期的な将来像や具体的取組、事業費、取組期間、成果指

標などを定めるもの（計画期間:令和元年度～5 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

取組の進捗を踏まえたふくい嶺北連携中枢都市圏ビジョンの改訂 



 

  

組織目標Ⅳ 地域の自主性を発揮し活性化を図るため、地方分権の推進に取り組みます 

 

行動目標 SDGs 指標 

６ 地方分権の推進 

個性を活かし自立したまちづくりを進めるため、権限移譲や規制緩和につ

いて国に提案を行う提案募集制度を活用し、積極的に地方分権の推進を図り

ます。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

提案募集方式による提案 ： 4件 



 

  

組織目標Ⅴ 一人ひとりの人権が尊重される地域社会の実現に向け、各種啓発事業を実施し

ます 

  

行動目標 SDGs指標 

７ 人権尊重意識の啓発 

人権に対する理解を深めるため、市政広報やホームページによる啓発に加

え、人権擁護委員による相談、関係所属や国、県、人権擁護委員等と連携し

たイベント等での啓発活動を実施します。 

また、人権週間(※)にあわせ、図書館において人権図書紹介コーナーを設

置するなど、人権尊重意識の涵養や知識の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

※ 人権週間 

毎年 12 月 4 日～10 日 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

人権擁護のための講演会等の開催   :3回 

人権週間での啓発 

人権図書紹介コーナーの設置 ：5館 



 

  

組織目標Ⅵ 市民に分かりやすい情報発信を行うとともに、「ふくい」の魅力を積極的に発信

し、東京事務所を拠点に本市への観光誘客やＵ・Ｉターンの促進、企業誘致に努

めます 

 

行動目標 SDGs 指標 

８ 分かりやすい伝わる情報の発信 

広報紙・テレビ・ラジオ・ホームページ・ＳＮＳなどの多様な広報媒体を

有効に活用し、市政の主要施策や地域・市民活動に関する情報、「ふくい」の

魅力をより広く効果的に発信していきます。 

広報課職員のみならず、全職員の「広報力」を向上させることで、市民ニ

ーズに即した的確で分かりやすい情報発信に努めるとともに、報道機関への

情報提供にも積極的に取り組みます。 

また、今年度開催予定の東京オリンピック・パラリンピック大会や、令和 6

年 3月の北陸新幹線福井開業を見据え、「ふくい」の魅力を市内外に向けて広

く発信していきます。 

 

 

 

 

※ クロスメディア 

一つの情報を複数の広報媒体を使って発信することで、媒体間の相乗効果を高

め、相互に補完し合いながら、広く情報を提供する手段 

(広報紙、ケーブルテレビ、民放テレビ、ホームページ、ライン、フェイスブック、 

ツイッター、ユーチューブ 等) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

クロスメディア（※）件数（広報媒体間の連動件数） 

： 332件（元年度）→ 390件（2年度）→ 450件（3年度） 

  



 

  

 

 

行動目標 SDGs 指標 

９ ふくいの魅力を首都圏へ発信 

北陸新幹線の福井延伸を見据え、首都圏における本市のシティプロモーシ

ョン活動の拠点として、観光誘客や企業誘致、地場産品の販路拡大やふるさ

と納税の推進などについて強力に取り組みます。特に、コロナ禍における地

方移住の波をとらえ、Ｕ・Ｉターンに対する取組みを強化します。 

また、「福井市応援隊（※1）」の会員を対象にしたイベントの開催や、ＳＮ

Ｓ、メールマガジンでの情報提供を通して、会員に首都圏でのＰＲ役を担っ

ていただき、本市の関係人口の増加につなげます。 

なお、東京オリンピック・パラリンピックの開催を契機とし、福井市応援

隊イベントなどの機会をとらえ、ホストタウンとしてスロベニア共和国との

交流を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 福井市応援隊 

首都圏を中心に、本市にゆかりや関心のある人で構成された組織 

※2 全国メディア発信 

日本全国に配信する新聞、テレビ、ラジオ、雑誌、インターネット等の情報媒

体に、東京事務所が関わり報道された福井の無料掲載記事 

 

「福井市応援隊」会員数  

： 669人（元年度）→ 747人（2年度）→ 800人（3年度） 

全国メディア発信(※2)回数 

： 25回（元年度）→ 13回（2年度）→ 20回（3年度） 

シティプロモーション関連イベントの開催 

： 30回（元年度）→ 15回（2年度）→ 22回（3年度） 



 

 

組織目標Ⅶ（Ⅰ） 人口減少に立ち向かうため、福井への新しい人の流れの創出・拡大に取り

組みます 

  

行動目標 SDGs 指標 

１０  福井の魅力を活かした関係人口づくりと移住定住の促進 

都市部に住む若者を呼び込む機会や場づくりを推進することで、将来的な

移住定住にもつながる関係人口の創出・拡大を図ります。 

また、全国トップクラスを誇る本市の住みよさや充実した子育て・教育環

境などの魅力のＰＲを強化するとともに、東京圏をはじめ全国からの移住を

促進するための移住支援金や、若年女性、子育て世帯等への就職・移住にか

かる支援などの施策の充実を図り、Ｕ・Ｉターン者の増加を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

※1 関係人口創出事業に関わる市外の人の数 

福井とつながる対流拡大事業（ＸＳＣＨＯＯＬなど）、二地域活動・二地域居

住等促進事業などの関係人口創出に向けた各事業への参加又は支援制度の活用

により、継続的に地域づくり等の活動に取り組む市外の人の数 

・福井とつながる対流拡大事業：都市部の人材と本市の若手人材が、ともに学

び交流を深めながら、事業化アイデアや地域課題解決に向けた活動に取り組

むことで、都市部と本市との間を継続的に行き来する人口を創出する。 

・二地域活動・二地域居住等促進事業：本市を離れていても持続的に本市を応

援し、関わりを深めていく機会を拡大するため、居住地と本市の双方での活

動や居住を促進する。 

※2 本市へのＵ・Ｉターン者数 

ふるさと福井移住定住促進機構（福井Ｕターンセンター）での相談や県、市

の支援制度等を活用して本市にＵ・Ｉターンした人数 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

１１ ふるさと納税の推進 

ふるさと納税返礼品の充実を図るなど、本市の魅力的な地場産品を全国に

情報発信することで、継続的に応援していただける人はもちろん、新たな寄

附者を獲得し、寄附額の増加を目指します。また、東京事務所等と連携して

県外イベントでのＰＲを行い、ふるさと納税のさらなる普及拡大を図りま

す。あわせて、企業版ふるさと納税を活用した取組を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        関係人口創出事業に関わる市外の人の数（※1） 

                           ：   20人（2年度）→  30人（3年度） 

○総 13  本市へのＵ・Ｉターン者数（※2）  

： 266人（元年度）→ 422人（2年度）→ 450人（3年度） 

  

ふるさと納税寄附者数  

： 5,564人（元年度） → 6,667人（2年度） → 10,000人（3年度） 

ふるさと納税寄附額  

： 3億 1,728万円（元年度）→3億 1,395万円（2年度）→6.5億円（3年度） 



 

  

組織目標Ⅷ（Ⅱ） 地域の特色を活かした住民主体のまちづくり活動を支援し、活力ある地域

社会づくりを進めます 

 

行動目標 SDGs 指標 

１２ 未来を見据えた住民主体のまちづくり活動の推進 

各地区のまちづくり組織や若手活動グループが、自ら地域の未来を考え、

その実現に向けて取り組むまちづくり活動を支援するとともに、配置した地

域担当職員が活動のサポートを行うなど、地域と市の協働によって課題解決

や活性化を進めていくことで「持続可能で活力ある地域づくり」を目指しま

す。 

さらに、引き続き地区の「地域未来づくりビジョン」策定に向けた取組を

支援するとともに、ビジョンに掲げられた事業実施の際の資金調達のための

支援制度により、地域活動を後押ししていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

※ 若手育成コース 

まちづくりの新たな担い手となる若者が実施主体となり、地域を活性化させる事業 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

１３ 地域コミュニティ機能の保持、活性化 

地域コミュニティ活動の主体である自治会の機能保持や活性化を図るた

め、強化月間を設けて、未加入世帯に向けた加入啓発を自治会連合会と協働

で取り組むとともに、負担軽減、合併（グループ化）の推進などに取り組ん

でいきます。 

また、中山間地域には、地域集落支援員や特定集落支援員を配置し、コミ

ュニティの状況把握を行い、機能保持や活性化の支援により、集落の存続に

努めます。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    地域未来づくりビジョン策定完了地区数 

： 23地区（元年度）→ 27地区（2年度）→ 30地区（3年度） 

○総 38 地域の未来づくり推進事業「若手育成コース」（※）の事業数（累計） 

： 10事業（元年度）→ 10事業（2年度）→ 12事業（3年度） 

  

○総 37 自治会加入世帯数  

：77,926世帯（元年度）→ 78,098世帯（2年度）→ 78,300世帯（3年度） 



 

 

組織目標Ⅸ（Ⅲ） 北陸新幹線福井開業に向けて、「ふくい」の認知度向上やイメージアップ      

に取り組むとともに、市民等の機運醸成の促進に努めます 

  

行動目標 SDGs 指標 

１４ 首都圏等に向けての戦略的な情報発信の推進 

北陸新幹線福井開業に向け、首都圏等に向けて積極的に情報発信を行うこ

とで、本市の認知度向上やイメージアップを図ります。 

プロモーションの旗印である福井市のイメージロゴ「福いいネ！」を活用

して、市民や民間等と一体となって、あらゆる機会を通じて福井の魅力を発

信していきます。 

 

 

 

 

※1 インスタグラム（Instagram） 

SNS（ソーシャルネットワークサービス）の一種で、今日の出来事や気に

なったことなどを気軽に発信することができる、写真や動画投稿・共有に特

化したスマホ等のソフトウェア 

※2 ハッシュタグ（＃〇〇〇） 

SNS 投稿文中の「＃（半角シャープ）」が付いたキーワードのことで、主

に投稿文の最後に明記する。同じハッシュタグ「＃〇〇〇」が付けられてい

る投稿は、ハッシュタグ検索でまとめて閲覧できる。 

・同じことに興味を持った人たちと、共通の話題で盛り上がれる。 

・他のユーザーがハッシュタグで検索することで、自分の投稿を見てもらえる。 

・人気のハッシュタグから旬の話題がわかる。 

※3 累計数 

R4.3.31 時点で「＃福いいネ」をつけて投稿された件数の合計。 

R3.4.1 時点の投稿件数は 7,133 件（R2.7.27 スタート） 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

１５  ○新市民等の機運醸成の促進 

北陸新幹線福井開業に向け、市内外に向けた福井の魅力発信や、本市に来

訪された方に対するおもてなしに取り組む必要があります。そのためには、

市民一人ひとりがプレーヤーとなり、オール福井で取り組むことが重要で

す。 

官民一体となって福井開業に備えるため、来訪者へのおもてなしを下支え

するボランティアの育成や支援をします。 

  

 

 

 

※ おもてなしプレーヤー育成事業 

おもてなしを実施する市民ボランティアを育成するため、福井駅周辺を中心に継

続的にミニイベントやミーティングを開催し、ボランティアの活躍の場をつくるととも

に、活動意欲のある市民同士をつなげます。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

インスタグラム（※1）での「＃福いいネ（※2）」投稿件数 

： 7,133件（2年度）→ 20,000件（3年度）（累計数（※3）） 

おもてなしプレーヤー育成事業（※）参加者数：100人 



 

 

組織目標Ⅹ（Ⅳ） 女性が輝く社会づくり及び若者の結婚への意識向上に向けた取組を進めま 

         す 

  

行動目標 SDGs 指標 

１６ 女性が輝く社会づくりの推進 

企業や地域、家庭での意識改革を図り、女性が働きやすく仕事と家庭を両

立できる環境づくりをすすめます。 

企業向けには、女性活躍等のより一層の推進を図るため、組織診断システ

ム「fukurea（フクリエ）」（※1）の活用を促します。学生向けには、自身の

将来設計を考える「ライフデザイン出前講座」（※2）等を開催し、福井での

就労、結婚、子育て意識の向上を図ります。さらには、地域活動への女性の

参画を呼びかけ、市民の男女共同参画意識の向上に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

※1 女性活躍やワーク・ライフ・バランスなど、福井の職業生活における課題解決

を目的に制作した本市独自の企業の組織診断システム 

※2 高校生や大学生を対象に、グループワークを通じて福井での就労や、結婚、子

育て意識の向上を図る講座 

※3 令和 3 年度目標 関心を持った女子学生数／事業参加者数 90.0％以上  

※4 令和 3 年度目標 福井市総合防災訓練に参加した女性の数／総参加者数 

50.0%  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

１７ 若者の結婚に対する意識の向上 

若者の未婚化・晩婚化に歯止めをかけるため、誠実に結婚を希望する男女

を対象に、様々な結婚支援を実施していきます。 

昨年末に設置したふくい婚活サポートセンター「ふく恋」（※）と連携し、

身だしなみやコミュニケーション等の学びと出会いの場を提供する「婚活ス

クール」を開校します。 

これらの取組を通じ、男女の結婚意識を高め、出会いから交際、結婚に至

るまで一貫した支援を行うことで、より多くの若者の結婚が叶えられるよう

後押しします。 

 

 

 

 

※ マッチングシステムを活用した出会いの場の提供や結婚に関する情報発信など、

県と全市町で構成する公的な結婚支援センター 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

○総 33 「ライフデザイン出前講座」等に参加し、自身の将来設計や福井で輝きな

がら働くことに関心を持った女性の割合（※３） ： 90.0％以上 

○総 34 自治会・防災・防犯などの地域活動に参加している女性の割合（※4） 

                            ： 50.0％（3年度） 

○総 41 「縁活」イベント等におけるカップルの成立数 

： 37組（元年度）→ 17組（2年度）→ 40組（3年度） 





財政部 マネジメント方針 
 

財政部では市長との政策協議のもと、次のとおり基本方針・組織目標・行動目標を定め

ました。この方針に基づき目標の達成に向け着実に取り組みます。 

 

 

令和３年４月１日 

財政部長  田 口 春 彦 

 

【基本方針】 

 

本市は、年々増加する社会保障関連の費用に加え、老朽化した公共施設への対応、市街

地再開発事業等に多額の経費を必要としています。また今後は、新型コロナウイルス感染

症拡大防止に向けた取組の継続、北陸新幹線福井開業を見据えた事業や市民の生活に密

着した施設の整備等、更なる財政需要の増加が見込まれる一方で、新型コロナの影響によ

る市税収入の減少が懸念されます。 

これらを踏まえて、福井市財政再建計画（平成 30 年度～令和 5年度）に基づき収支均

衡した財政構造の確立を図り、施設マネジメントアクションプラン（第 1 期 令和元年度

～5年度）を着実に実行することで、将来にわたって持続可能な財政運営に取り組んでい

きます。 

 

【組織目標】 

 

Ⅰ．財政再建計画（平成 30年度～令和 5年度）を着実に実行し、持続可能な財政運営に取

り組みます 

Ⅱ．施設マネジメント計画に基づき、公共施設の計画的な整備･維持管理及びＰＰＰ/ＰＦ

Ｉ推進に努めるとともに、財産の利活用を進めます 

Ⅲ．入札契約における透明性･公正性の向上及び効率的な行政運営を行うため、入札契約制

度の改善に取り組みます 

Ⅳ．市税等収納率向上のための取組を推進します 

 

  



【行動目標】 

  

組織目標Ⅰ 財政再建計画（平成 30年度～令和 5年度）を着実に実行し、持続可能な財政運

営に取り組みます 

 

行動目標 SDGs指標 

１ 健全で持続可能な財政運営の推進 

財政再建計画（平成 30年度～令和 5年度）に掲げた 6つの取組を着実に実

行することで、健全で持続可能な財政運営の実現を目指します。 

そのため、計画に基づいた予算執行と財政調整基金の積立てを行うととも

に、予算編成においては、基金繰入に頼らない収支均衡した財政構造の確立

を図ります。 

また、福井市行政改革推進委員会 財政健全化専門部会を開催して計画の

推進について検証し、併せて経過の進捗状況の市民への周知に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 市債残高は、臨時財政対策債を除く。 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

基金繰入に頼らない予算編成 

財政調整基金残高 

 3.3億円（元年度末）→10.3億円（2年度末見込）→15億円以上（3年度末） 

市債残高（※） 

 963億円（元年度末）→928億円（2年度末見込）→918億円以下（3年度末） 



 

  

組織目標Ⅱ 施設マネジメント計画に基づき、公共施設の計画的な整備・維持管理及びＰＰＰ

/ＰＦＩ推進に努めるとともに、財産の利活用を進めます 

      ○○○○に取り組みます 

 

 

行動目標 SDGs指標 

２ 施設マネジメントの推進 

市有施設全体の最適化、長寿命化及び更新コストの平準化を図り、将来にわ

たり安定的に行政サービスを提供するため、施設マネジメントを推進します。

そのために、施設マネジメントアクションプランを着実に実行するとともに、

個別施設マネジメント（部局横断による課題検討）や、民間提案制度、サウン

ディング型市場調査などの官民対話の実施にも取り組みます。 

また、利用しなくなった財産の売却や、空きスペースのある財産の貸付など

一層の利活用を図ります。 

 

部局横断による施設マネジメントの実施 

官民対話の実施 ： 3件（元年度）→3件（2年度）→3件（3年度） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

  

組織目標Ⅲ 入札契約における透明性・公正性の向上及び効率的な行政運営を行うため、入札

契約制度の改善に取り組みます 

  

行動目標 SDGs指標 

３ ○新入札契約制度の改善 

入札参加者の負担軽減や利便性向上、事務効率化を図るため、自治体ＤＸ

を推進するとともに、入札契約に係る手続き及びその運用の改善を進めま

す。 

そのため、申請等の入札契約に係る手続きのオンライン化に取り組みま

す。 

また、入札公告後、全ての入札参加者に審査書類の提出を求める「事前審

査型入札」を行っていますが、開札執行後、落札候補者のみに審査書類の提

出を求める「事後審査型入札」を試行します。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

入札参加資格申請のオンライン化 ：  1月 

事後審査型入札の試行      ： 10月 



 

 

組織目標Ⅳ 市税等収納率向上のための取組を推進します 

 

  

行動目標 SDGs指標 

４ 市税等収納率の向上 

租税負担の公平性を維持するとともに、財政運営の根幹をなす市税等収入

の安定的確保のため、効果的な納税勧奨や指導を早期に実施します。 

また、コロナ禍での経済停滞に伴う納税資力の変化に配意しながら、不動

産や動産の公売などの滞納処分に積極的に取り組み、市税等収納率の向上に

努めます。 

特に今年度は、現年度課税分の徴収強化を図り、滞納繰越の抑制に取り組

みます。 

 

 

 

  

 

 

 

※ 収納率（収入額／調定額） 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

市税 現年課税分収納率（※） 

：99.2%（元年度）→ 98.7%（2年度見込み）→ 98.8%（3年度） 

国民健康保険税 現年課税分収納率（※） 

  ：93.8%（元年度）→ 93.9%（2年度見込み）→ 94.4%（3年度） 





市民生活部 マネジメント方針 
 

市民生活部では市長との政策協議のもと、次のとおり基本方針・組織目標・行動目標を

定めました。この方針に基づき目標の達成に向け着実に取り組みます。 

 

 

令和３年４月１日 

市民生活部長  廣 瀬 峰 雄 

 

【基本方針】 

本市の総合窓口として更なる利便性の向上を目指し、窓口電子化の推進に向けて、多様

なニーズに対応できる分かりやすい窓口サービスを提供します。 

また、幅広く市民の意見の聴取に努め、市の施策立案や事業の実施等に活かしていくと

ともに、市民が安心して暮らせるよう、消費者保護の推進に努めます。 

ボランティア活動のきっかけづくりやニーズに応じた支援を行い、市民の力を多様で継

続的なボランティア活動に結びつけるとともに、市民、市民活動団体等と行政が連携し、

共通の目標に向かって成果と責任を共有しあう市民協働のまちづくりを進めます。 

環境にやさしい持続可能なまちの実現のため、第 4次福井市環境基本計画（令和 3年度

～7 年度）に基づき、2050 年のゼロカーボン達成に向けた地球温暖化防止に関する施策

や、ごみの発生抑制と資源化、公害の未然防止等の生活環境の保全など各施策を総合的か

つ計画的に取り組みます。加えて、新ごみ処理施設の令和 8 年度稼働に向け、施設の整備

を着実に進めます。 

市民の安全・安心については、コロナ禍における自然災害の発生や犯罪等に備え、市民、

市民組織、応援協定締結の事業者、連携中枢都市圏域をはじめとする他の自治体とも連携

し、被害の軽減と支援体制の充実を図り、市民の生命・身体・財産を守ります。 

 

【組織目標】 

  

Ⅰ．市民の利便性向上と効率的で分かりやすい窓口サービスを提供します  

Ⅱ．市民が主体となるまちづくりを推進するため、広く市民の提言等を市政に反映します 

Ⅲ．安心して消費生活を送ることができるよう、消費者行政の充実に取り組みます 

Ⅳ．市民活動団体やボランティアの特性に応じた支援を行い、市民、市民組織、行政が持て

る力を発揮し合い、みんなで担う市民協働のまちづくりを推進します 

Ⅴ．豊かな自然環境や良好な生活環境を保全するとともに、環境負荷低減、廃棄物の減量や

適正処理等の取組を推進します 

＜危機管理局担当＞ 

Ⅵ．地震、津波、大雪などの災害や犯罪等に対して、市民、市民組織、事業者、行政が連携

し、被害の軽減と支援体制の充実を図り、市民の生命・身体・財産を守ります 



【行動目標】 

 

  

組織目標Ⅰ 市民の利便性向上と効率的で分かりやすい窓口サービスを提供します 

 

 
 

行動目標 SDGs 指標 

１ 窓口サービスの向上 

マイナンバーカードの休日・時間外窓口の開設や、公民館・企業等での出張

申請受付を積極的に実施し、カードを取得しやすい環境を提供することで、カ

ードの交付率向上に努めるとともに、各種証明書のコンビニ交付サービスや郵

便請求の利用を促進することにより、窓口の混雑緩和と市民の利便性の向上を

図ります。 

また、遺族が行わなければならない保険や年金、市税など、市役所で必要と

なるさまざまな手続きを一元的に案内する「ご遺族サポートコーナー」を新設

し、遺族の負担軽減を図ります。 

 

 

 

 

公民館、企業等でのマイナンバーカード出張申請受付回数 ： 110回 

「ご遺族サポートコーナー」の新設 ： 4月 



 

 

組織目標Ⅱ 市民が主体となるまちづくりを推進するため、広く市民の提言等を市政に反映 

      します 

 

行動目標 SDGs 指標 

２ 市民意見募集の推進 

市職員が公民館や集会場等に出向き、市を取り巻く状況や施策等について直

接市民に説明を行う「市政出前講座」を開催します。新型コロナウイルス感染

拡大防止対策として、新たにオンライン出前講座（※）を実施します。 

また、市の重要な施策について、市民から広く意見や情報を募集する「パブ

リック・コメント制度」を運用するとともに、市民サービスの向上や市の活性

化につながるアイデアや提案を受け付ける「フェニックス通信」を実施し、広

聴の充実を図ります。 

 

 

 

※ オンライン出前講座 

「Teams」、「Zoom」等のインターネットを利用したオンライン会議ツールを利用し

て行う出前講座 

 

 

オンライン出前講座の開始 ： 6月 

オンライン出前講座開催数 ： 5回以上 



 

  

組織目標Ⅲ 安心して消費生活を送ることができるよう、消費者行政の充実に取り組みます 

 

 

 

 

 

 

行動目標 SDGs 指標 

３ 消費者保護の充実 

  生活様式の変容に伴い、消費生活相談の内容も多様化しています。 

  これらに迅速かつ的確に対処するため、国民生活センター、県及び関係団

体等が実施する研修へ積極的に参加し解決力を強化します。 

  また、消費生活に関して正しい知識を身につけ、被害に遭わない「かしこ

い消費者」を育成するため、幅広い年代層への消費者啓発を推進し、消費者

保護の充実を図ります。 

 

 
 

※ 消費生活相談の解決率 

（相談件数 － 斡旋不調・処理不能件数）／相談件数） 

令和 2 年度実績 （1,573件 － 17 件）／1,573 件 ≒98.9％ 

 

○総 65 消費生活相談の解決率（※） 

： 99.2％（元年度）→ 98.9％（2年度）→ 99.0％以上（3年度） 

幅広い年代層への啓発活動   

： 5回（元年度）→ 6回（2年度）→ 10回（3年度） 



 

  

組織目標Ⅳ 市民活動団体やボランティアの特性に応じた支援を行い、市民、市民組織、行政

が持てる力を発揮し合い、みんなで担う市民協働のまちづくりを推進します 

  

 

 

 

 

 

行動目標 SDGs 指標 

４ 市民と行政との協働によるまちづくりの推進 

将来にわたり市民が誇りを持てるまちづくりを進めるため、市の各所属

が、市民、市民活動団体等と連携し、共通の目標に向かって、対等な立場で

努力し、その成果と責任を共有し合う市民協働を積極的に進めていきます。 

ふくい市民活動基金助成事業では、協働提案コース（※1）により市民活動

団体との協働を推進するとともに、自由提案コース（※2）やチャレンジコー

ス（※3）により新たな協働事業及びその担い手の創出につなげます。 

 

 

 

 

※1 協働提案コース 

市民活動団体と市が協働で取り組む事業に対する助成 

※2 自由提案コース 

市民活動団体の柔軟、機動的かつ先駆的な事業に対する助成 

※3 チャレンジコース 

学生の活動や小規模事業のスタートアップ支援につながる事業に対する助成 

 

 

５  ボランティア活動の支援 

総合ボランティアセンターを拠点に、コーディネーターが中心となって、

ボランティアに関する情報提供、活動相談、セミナーや体験講座を充実さ

せ、実際の活動や継続的な活動に結び付けていきます。 

災害時に災害ボランティアセンターを円滑に設置、運営するため、平時か

ら関係機関や団体と連携を深め、実践的な訓練や研修などを通してセンター

の運営能力やボランティアの受入れ技術の向上を目指します。 

 

 

 

 

○総 36 ボランティア活動相談件数 

：471件（元年度） → 367件（2年度） → 400件（3年度） 

災害ボランティアセンター運営訓練等実施 

  ：2回（元年度）  → 4回（2年度）  →  5回（3年度） 

市が市民活動団体等との協働に取り組む事業数 

    ：124件（元年度） → 90件（2年度） → 100件（3年度） 



 

  

組織目標Ⅴ 豊かな自然環境や良好な生活環境を保全するとともに、環境負荷低減、廃棄物の

減量や適正処理等の取組を推進します 

  

 

 

 

 

 

行動目標 SDGs 指標 

６ 地球温暖化防止と自然環境保全の取組と環境教育の拡充 

本市は昨年度末、ゼロカーボンシティ（※1）宣言をしました。それに伴い、2050

年のゼロカーボン達成に向け、水素を燃料とする燃料電池自動車の導入や、脱炭素

社会への自発的な行動や取組を促す COOL CHOICE（※2） FUKUI事業を実施

します。 

福井市の豊かな自然を守り次世代につないでいくため、地域住民等の自然保護

活動を支援するとともに、福井市自然ファンクラブ等の環境ボランティアとの協働を

推進していきます。 

 

 
※1 ゼロカーボンシティ 

2050 年に、ＣＯ２などの温室効果ガスの人為的な発生源による排出量から、

森林等による吸収量を差し引いて、温室効果ガス排出量を実質ゼロにすること

を宣言した自治体のこと。本市は令和 3 年 3 月 24 日に宣言した。 

※2 COOL CHOICE（クールチョイス） 

国が進める地球温暖化防止のための国民運動のこと。省エネ、低炭素型製

品、サービス、行動など、地球温暖化対策となるあらゆる方策を「COOL CHOICE

（賢い選択）」と銘打ち、政府、地方自治体、産業界、NPO 等が連携して運動を

展開している。 

※3 数値目標を一年前の値とする理由 

温室効果ガス排出量の算出に用いる国の「都道府県エネルギー消費統計」や

「工業統計」などの暫定値の公表が一年後、確定値の公表が二年後となるため。 

 

 

○総 49 福井市自然ファンクラブ登録者数 

：193人（元年度）→213人（2年度）→ 260人（3年度） 

○総 53 温室効果ガス排出量（ＣＯ2換算値） 

：2,171千ｔ-ＣＯ2（元年度）→ 2,134千ｔ-ＣＯ2（2年度）（※3） 

○総 56 環境に関する講座参加者数 

：1,837人（元年度）→1,207人（2年度）→ 1,300人以上（3年度） 

COOL CHOICE賛同者数（累計） 

：8,740人（元年度）→9,037人（2年度）→ 10,500人（3年度） 

    燃料電池自動車の初導入に伴う水素エネルギー普及啓発活動回数：5回 

 



  

 

 

行動目標 SDGs 指標 

７ ごみの発生抑制、資源としての活用 

環境にやさしい持続可能なまちづくりを目指し、３Ｒ（リデュース【排出

抑制】、リユース【再使用】、リサイクル【再生利用】）を推進していくため、

ごみの発生抑制と資源化の啓発活動に取り組みます。 

令和元年度に食品ロス削減推進法が施行され社会的関心が高まる食品ロス

（※1）の削減を図るため、フードドライブ（※2）を拡大して実施します。

さらに、紙資源の有効利用に向けた雑がみの回収促進やプラスチックごみ削

減なども一層進めていくため、出前講座の開催やイベントでの出展、ＳＮＳ

など様々な手段を活用した啓発を強化します。 

 

 

※1 食品ロス 

手つかず食品や食べ残しなど、食べられる状態であるにもかかわらず廃棄さ

れる食品 

※2 フードドライブ 

家庭で余っている食品を持ち寄り、必要としている福祉関係団体などへ寄付

する活動 

※3 可燃ごみ混入資源物の割合 

サンプル調査による可燃ごみ混入資源物の割合 

※4 マル優エコ事業所 

福井市内で事業系一般廃棄物の削減等に積極的に取り組む事業所を「ふくい

マル優エコ事業所」として認定し、その活動を広く他の事業所へ広報すること

により、ごみ削減の取組を推進する制度 

 

 

○総 54 可燃ごみ混入資源物の割合（※3） 

：22.4％（元年度）→25.5％（2年度）→24.0％（3年度） 

○総 55 一人１日当たりのごみ排出量 

：892ｇ（元年度）→868ｇ（2年度見込み）→865ｇ（3年度） 

マル優エコ事業所登録数（※4） 

：45社（元年度）→51社（2年度） →55社（3年度） 



  

 

 

行動目標 SDGs 指標 

８ 新ごみ処理施設整備事業 

安定したごみ処理を継続するため、新ごみ処理施設の令和 8年度稼働開

始に向けて、敷地造成等工事に着手するとともに、ＤＢＯ事業（※1）とし

て、整備・運営に係る事業者の選定を行います。 

また、最終年度となる環境影響評価については、「評価書」（※2）を作成

します。 

 

 

 

※1 ＤＢＯ事業（デザイン・ビルド・オペレート） 

公共が資金調達を担い、設計（Design）、建設（Build）及び運営（Operate）

を一括で民間事業者に発注する事業（公設民営型） 

※2 評価書 

環境影響評価において、周辺環境に対する影響予測・評価の結果と環境保全

措置についてまとめた「準備書」に対し、知事等の意見を踏まえて事業者の見

解等を加えたもの。この評価書で示した対策により、周辺環境への負荷低減を

図る。 

 

新ごみ処理施設の整備・運営に係る事業者選定 

環境影響評価の実施（評価書の作成） ： 7月 



  

 

 

 

行動目標 SDGs 指標 

９ 良好な生活環境の保全と廃棄物の適正処理の推進 

良好な生活環境の保全のため、大気・水質等の環境調査を継続して実施す

るとともに、大気汚染等に係る施設への立入調査及び企業向け研修会を行う

など、事業者への指導・啓発に取り組み、公害の未然防止を図ります。 

また、廃棄物処理業者、排出者等への指導・監督を行い、廃棄物の適正処

理を推進します。特に、PCB廃棄物については、市内事業所等が有する全ての

PCB廃棄物等の期限内処分(※1)に向けて、引き続き保有者への指導を実施し

ます。 

 

 
 

※1 PCB（ポリ塩化ビフェニル化合物）廃棄物の処分期限 

高濃度 PCB 廃棄物は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関す

る特別措置法に基づき地域ごとに定められた処分期間内に、必ず処分しなけれ

ばならない。福井県における処分期限は次のとおり。  

変圧器・コンデンサー：令和 4 年 3 月 31 日、安定器等：令和 5 年 3 月 31 日 

※2 二酸化窒素の環境基準達成率 

達成観測局数／市内全観測局 

令和 2 年度実績  3 局／3 局＝100％、令和 3 年度目標 3 局／3 局＝100％ 

※3 BOD(生物化学的酸素要求量) 

数値が大きいほど河川が汚れていることを示す。水質汚濁の指標 

※4 BOD の環境基準達成率 

達成河川数／環境基準が設定されている市内河川数 

令和 2 年度実績  7 河川／7 河川＝100％ 

令和 3 年度目標  7 河川／7 河川＝100％ 

 

 

 

○総 50 大気中の二酸化窒素の環境基準達成率（※2）   ：  100％ 

○総 50 主要河川の BOD（※3）の環境基準達成率（※4）  ：  100％ 

企業向け研修会参加社数（累計） 

：52社（元年度） → 72社（2年度）→ 92社（3年度） 

 

  



 

  

組織目標Ⅵ 地震、津波、大雪などの災害や犯罪等に対して、市民、市民組織、事業者、行政

が連携し、被害の軽減と支援体制の充実を図り、市民の生命・身体・財産を守り

ます 

 

行動目標 SDGs 指標 

１０ 実践的・広域的な防災訓練等の実施  

コロナ禍において災害が発生した場合を想定し、災害の規模や状況、応急

対策や対応方針について情報の一元化と共有化を図るため、市及び関係機関

との連携訓練を実施します。さらに被災市町のみでは十分な応急対策ができ

ない場合に備え、連携中枢都市圏域の市町や災害時応援協定を締結している

民間事業者等との間で、連携強化を目的とした研修や訓練を実施します。 

 

 

 

 

１１ 災害時の支援体制の充実 

福井市備蓄計画（平成 29年度～令和 3年度）に基づき、アレルゲンフリーである

アルファ化米や粉ミルクなどの備蓄を進めながら、令和 3年度までに想定避難者数

の 2日分相当の食糧を整備します。 

また、大規模災害時において水洗トイレが使用不能になる場合を想定し、断水時

にも使用可能な公共下水道接続型のマンホールトイレを整備します。 

さらに、避難行動要支援者の避難支援について、自治会や自主防災会等に対し出

前講座等を通じ、制度への理解と計画の作成を促します。 

 

 

 

 

防災訓練等の実施（職員防災訓練等、原子力防災訓練、災害時応援協定締結事

業者との連携訓練）                  ：15回 

自主防災組織を対象とした研修会の開催         ： 3回 

連携中枢都市圏域の研修会の開催 

（職員研修 2回、自主防災組織リーダー研修 1回）   ： 3回 

○総 57 非常食備蓄数（累計） 

：195,686食（元年度）→ 208,688 食（2年度） → 210,548食（3年度） 

○総 58 災害時マンホールトイレの設置箇所数(累計) 

：19カ所（元年度）→  21カ所（2年度） →  22カ所（3年度） 

○総 59 個別支援計画新規作成者数  ： 300人以上 



 

 

 

 

 

行動目標 SDGs 指標 

１２ 災害時における民間事業者等との連携強化 

災害時の市民の一層の安全安心を確保するため、様々な業種の民間事業者等と

の間で連携強化に向けて取り組み、本市の災害対応力の強化推進を図ります。 

地区と民間企業が緊急時に住民の一時的な避難場所の提供に関して協定を締

結する取組を支援します。 

 

  

 

 

 

 

１３ 防犯活動の支援 

住民の防犯意識の高揚と犯罪の未然防止を図るため、福井市防犯隊による

防犯パトロールや子どもの見守り活動を実施し、地域ぐるみで犯罪に強いま

ちづくりの推進に努めます。 

また、社会全体の高齢化、人口減少による人手不足のなか、人の目による

見守りが行き届かない通学路の安全や高齢者等の生活の安全を補うため、プ

ライバシーに対する地域住民の理解や協力を得ながら、自治会等に防犯カメ

ラを設置するなど、地域の防犯力向上を図ります。 

 

 

 

 

○総 63 防犯パトロール実施回数  

：1,544回（元年度）→ 1,308回（2年度）→ 1,310回（3年度） 

防犯カメラの設置地区数 ： 2地区 

災害時応援協定の締結    ：2件 

地区と民間企業の協定の締結 ：3件 





福祉保健部 マネジメント方針 
 

福祉保健部では市長との政策協議のもと、次のとおり基本方針・組織目標・行動目標を

定めました。この方針に基づき目標の達成に向け着実に取り組みます。 

 

 

令和 3年 4月 1日 

福祉保健部長  齊 藤 正 直 

 

【基本方針】 

 

人口減少や少子高齢化が進展する中、人間関係の希薄化や地域コミュニティの衰退な

ど、地域を取り巻く環境は大きく変化しています。 

このような状況の中、市民や地域の様々な活動団体、行政などが連携・協働し、互いに

助け合い、支え合う関係づくりを更に進めていく必要があります。 

本市に住む高齢者や障がい者、子育て世帯をはじめ、市民一人ひとりに寄り添った施策

を推進し、誰もが安心して住み慣れた地域で生涯健康に暮らすことができる社会の実現を

目指します。 

さらに、新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、ワクチンの円滑で迅速な接種に向け

た取組と感染症対策の徹底を進めるとともに、健康づくりや生活習慣病の予防を推進し、

市民の健康と安全を守ります。 

 

【組織目標】 

 

Ⅰ．地域共生社会の実現を目指します 

Ⅱ．子どもが健やかに生まれ育つ環境をつくります 

Ⅲ．高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう地域包括ケアを推進します 

Ⅳ．障がい者が地域で安心して生活できるよう支援します 

Ⅴ．生活困窮者の自立を支援します 

＜保健衛生局担当＞ 

Ⅵ．（Ⅰ）新型コロナウイルスのまん延防止に向けて感染症対策に取り組みます 

Ⅶ．（Ⅱ）公衆衛生の拠点として市民の安全を守ります 

＜新型コロナウイルスワクチン接種担当＞ 

Ⅷ．（Ⅲ）新型コロナウイルスワクチンの円滑な接種を進めます 

Ⅸ．（Ⅳ）母子保健の拠点として妊娠期から切れ目ない支援を行います 

Ⅹ．（Ⅴ）市民の健康な生活を応援します（保健衛生局含む） 

 



【行動目標】 

 

組織目標Ⅰ 地域共生社会の実現を目指します 

 

行動目標 SDGs 指標 

１ ○新地域で支え合う支援体制の構築 

少子高齢化による人口減少の進展に加え、家族や地域のつながりの希薄化

などにより、ひきこもりや「８０５０問題（※1）」など福祉ニーズが多様

化・複雑化しています。 

その中で、高齢者や障がい者、子育て世代などが安心して地域で暮してい

けるよう、地域共生社会（※2）の実現に向け、令和 4年度から 5年間の施策

の方向性を示す第四次福井市地域福祉計画（令和 4年度～8年度）を策定しま

す。 

 

 

 

 

※1 8050（はちまる・ごうまる）問題 

80 歳代の親と 50 歳代の子どもの組み合わせによる生活問題。親が要介護状態

になったり、ひきこもりなど無職の中年世代の子どもが親の年金に依存していく

など、経済問題や健康問題が生じれば一家全体が困窮に陥る可能性が高い。 

 

※2 地域共生社会 

制度・分野ごとの縦割りや、支え手・受け手という関係を超えて、地域住民が

「我が事」として参画し、世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとり

の暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

第四次福井市地域福祉計画の策定 ： 3月  



 

 

 

 

行動目標 SDGs 指標 

２ 継続的につながり続ける支援体制の強化 

生活困窮者等から「自立サポートセンターよりそい」に寄せられる相談は

年々増加し、昨年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、急増してい

ます（※1）。 

この状況を受け、複雑化・複合化した相談に対しては、庁内関係所属はも

とより様々な支援機関と連携し、それぞれの状況に応じた適切な支援を行っ

ていきます。 

また、「よりそい」のアウトリーチ（※2）による訪問を強化し、生活困窮

やひきこもりなどを早期に発見し、社会参加に向けて継続的に働きかけま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 「自立サポートセンターよりそい」に寄せられた相談件数の推移 

H29：2,342 件 H30：3,151 件 R1：3,727 件 R2：5,060 件 

 

※2 アウトリーチ 

支援が必要であるにも関わらず届いていない人に対し、行政や支援機関が積極

的に働きかけて情報・支援を届けるプロセス 

 

※3 福祉総合相談窓口 

担当部署が不明な福祉に係る相談等を受け付ける窓口 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

庁外支援機関との連携件数 

：1,030件（元年度）→1,029件（2年度）→1,100件（3年度） 

アウトリーチによる訪問件数 

：69件（元年度）→91件（2年度）→150件（3年度） 

福祉総合相談窓口（※3）の開設に向けた検討 



 

  

組織目標Ⅱ 子どもが健やかに生まれ育つ環境をつくります 

 

行動目標 SDGs 指標 

３ 児童虐待防止の推進 

増加傾向にある児童虐待等に対応するため、要保護児童対策地域協議会

（※1）をはじめ、関係機関との連携により情報交換や役割分担をしながら適

切に支援を行い、児童虐待の発生予防・早期発見・早期対応に努めます。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響で見守り機会が減少し虐待リスク

が高まることを防ぐため、市と民間団体の連携により見守り体制を強化し、

虐待の発生予防等を図ります。 

 

 

 

 

 

 

※1 要保護児童対策地域協議会 

児童相談所をはじめ、警察、医師会、保育園・認定こども園、小中学校、健康

管理センターなども含めた関係機関と連携し、要保護児童を取り巻く情報交換を

行うとともに、児童とその家族への支援について協議を行っている。 

開催される会議は、「代表者会議」、「実務者会議」、「実務者運営会議」、「個別

ケース検討会議」から構成される。 

 

※2 実務者運営会議 

児童相談所、子ども家庭センター、庁内の関係部署の実務者が出席し、要保護

児童対策地域協議会で支援しているすべてのケースの支援状況や虐待リスクの

確認、支援方針の見直し等を行っている。 

 

※3 支援対象児童等見守り強化事業 

子どもの見守り体制を強化し虐待の発生予防等を図るため、食事の提供や学習

支援などの活動を通じた居場所づくりや、食事・食材の配布を通じた気がかりな

子どもの早期発見に取り組む民間団体に対して運営費を補助する。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

実務者運営会議（※2）開催数 

： 12回（元年度）→ 11回（2年度）→ 12回（3年度） 

支援対象児童等見守り強化事業（※3）実施団体数 ： 2団体 



 

  

 

 

行動目標 SDGs 指標 

４  ひとり親家庭支援の充実 

ひとり親家庭が経済的に安定し自立した生活が送れるよう、ひとり親家庭

就業・自立支援センターにおいて、生活上や経済上の悩みなどの相談に総合

的に応じるとともに、手当や貸付、自立に向けた資格取得等の支援を行いま

す。 

また、養育費確保を支援するため、弁護士による養育費に関する専門相談

を行うほか、養育費の公正証書作成等に助成を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５  子どもの貧困対策の推進 

  生まれ育った環境に左右されることなく子どもが健やかに育ち、教育機会

に格差が生じないよう支援することが重要です。 

このことから、生活困窮世帯やひとり親家庭の子どもに対し、基本的な生

活習慣の習得支援を含めた学習支援教室を開催します。 

 

 

 

 

 

学習支援教室の登録者数 

          ： 46人（元年度）→ 55人（2年度）→ 70人（3年度） 

ひとり親家庭就業・自立支援センター相談業務の認知度 

： 25.2％（元年度）→ 43％（2年度）→ 50％（3年度） 

養育費等相談を弁護士につないだ件数 

        ： 4件（元年度）→ 7件（2年度）→ 10件（3年度） 



 

 

 

 

行動目標 SDGs 指標 

６ 教育・保育の量の確保と質の向上 

    第二期子ども・子育て支援事業計画（令和 2年度～6年度）に基づき、森

田地区での私立園 3園の整備を進めるとともに、公私立園の定員の弾力化等

により入園の希望に応えられるよう努めます。また、公立の「拠点園」（※）

の配置計画を進めます。 

  さらに、質の向上については「福井市の認定こども園、保育所等における

質の向上のためのアクションプログラム」（令和 2年度～6年度）に基づいて

研修の充実に努め、公開保育・園内研修の促進のほか、小学校との交流や合

同研修会の実施等により、職員の資質と専門性の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

※ 拠点園 

第二期子ども・子育て支援事業計画（令和 2 年度～6 年度）において、市内 13

区域の各区域に 1 園、公立の「拠点園」の配置を進めることとしている。拠点園

は、地域における公私立園ネットワークのコーディネーター的役割を担うほか、

特別な配慮が必要な子ども（障がい児、医療的ケア児、虐待等による要保護児

童）の受入、年度途中入園の受入に対応する。 

 
 

○総 43  待機児童 0（ゼロ）の維持 

    公開保育の実施  

：14カ所（元年度）→ 10カ所（2年度）→ 15カ所（3年度）  



 

 

 

 

行動目標 SDGs 指標 

７  子育て支援事業の充実 

子育て世代や祖父母世代など地域の皆で支えあい安心して子育てができる

よう、子育て・孫育て出前講座を開催します。 

また、地域子育て支援センター（※1）においても、親同士の交流の場を提

供するほか、子育てに対する不安や悩みの解消及び親としての成長につなげ

るため、子育て相談や講演会等を実施します。 

さらに、多様化するニーズに応えるため、各種子育て支援事業（※2）の開

設曜日や利用時間帯、開設場所などについて検討を進めます。 

 

 

 

 

 

 

※1 地域子育て支援センター 

市内に 12 カ所設置しており、子育て中の親子(概ね 4 歳未満の児童とその保

護者)が気軽に集い、一緒に遊べる場所を提供するとともに、子育て相談や講演

会等を開催している。 

 

※2 子育て支援事業 

地域子育て支援拠点事業、すみずみ子育てサポート事業、一時預かり事業、

病児保育事業、子育て支援短期利用事業 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

子育て・孫育て出前講座の参加者満足度 

： 88.2％（2年度）→ 90％（3年度） 

子育て支援事業の充実に向けた見直し ： 3月まで 



 

 

組織目標Ⅲ 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう地域包括ケアを推進します 

 

行動目標 SDGs 指標 

８  ○総高齢者の総合相談体制の充実 

高齢者やその家族が、高齢者の総合相談窓口である地域包括支援センター

に、気軽に相談できるよう、その活動を広く市民に周知します。 

また、「老々介護」や「多重介護」、「引きこもり」等、複雑で多様化した高

齢者問題に適切に対応できるよう、地域包括支援センター職員の質の向上を

図るための研修会を開催するとともに、困難事例には、市職員も協力して対

応に当たります。 

さらに、地域での見守りを強化するため、民生委員や介護サービス事業者

に対し、その連携が適切に図れるよう、虐待や困難事例への対応について研

修を行います。 

 

 

 

 

 

 

※ 総合相談 

高齢者が安心して地域で生活できるよう、介護・医療・保健・福祉など、あら

ゆる側面からの相談 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

９ 介護予防活動の充実・拡大 

  高齢者が身近な場所で気軽に介護予防に取り組めるよう、地域における通

いの場である「自治会型デイホーム」の内容充実に加え、「いきいき長寿よろ

ず茶屋」の設置個所の拡大に取り組みます。 

 また、コロナ禍における、高齢者の閉じこもりによるフレイル（※1）を予

防するため、自宅でできる体操の普及等、新しい生活様式を取り入れた、介

護予防の周知啓発に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

※1 フレイル 

心身の活力(筋力、認知機能、社会とのつながり等)が低下し、健康と要介護

状態の間の虚弱な状態。予防には「運動」「栄養」「社会参加」が重要と言われ

ている。 

 ※2 いきいき百歳体操 

0～1.2 ㎏まで 12 段階に負荷を調節可能な錘バンドを、手首、足首につけて

運動を行うことで、筋力とバランス能力を高める体操 

 

○総 45 総合相談延べ件数（※） 

： 27,792件（元年度）→ 28,400件（2年度見込）→ 28,500件（3年度） 

地域包括支援センター職員を対象とする研修回数 

： 12回（元年度）→7回（2年度）→ 10回（3年度） 

いきいき長寿よろず茶屋の新規設置数  

： 3カ所（元年度）→ 5カ所（2年度）→ 4カ所（3年度） 

いきいき百歳体操実施新規グループ数（※2）  

： 5グループ（元年度）→ 2グループ（2年度）→ 3グループ（3年度） 



  

 

 

行動目標 SDGs 指標 

１０ ○総高齢者を支える生活支援体制の構築 

在宅での生活に支援が必要な一人暮らし高齢者等に対し、介護サービスに

加え、住民がゴミ出しや買い物などの生活支援を行う、介護サポーター(※)

の登録者数の増加に努めます。 

また、高齢者向け住宅の整備を促進するため、空き家等を活用した高齢者

向け住宅の運営モデルを作成し、広く民間事業者に対し周知します。 

 

 

 

 

 

 

※ 介護サポーター 

介護保険施設等で配膳やレクリエーション等の補助を行ったり、在宅の 1 人暮

らし高齢者等にゴミ出しなどの生活支援等の活動を行う者。令和 3 年度から、対

象者を 40 歳以上に拡大する。 

 

 

１１ ○総認知症施策の推進 

認知症になっても住み慣れた地域で、安心して暮らし続けることができる

よう、認知症に対する正しい知識の普及に努めます。 

また、「あたまの元気度調査」を活用した認知症の早期発見に努めます。 

認知症の高齢者に対しては、認知症初期集中支援チームによる早期介入を

行い、適切な支援に繋げます。 

さらに、嶺北圏域での成年後見制度の利用を促進するため、令和 4年度の

開設を目指す広域中核機関（※）の設置準備に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 広域中核機関 

成年後見制度に関する広報、相談、受任者調整(マッチング)、担い手育成、後

見人支援等を担う。ふくい嶺北連携中枢都市ビジョンに基づき、嶺北圏域での設

置を目指している。 

 

 

○総 11 在宅高齢者の生活支援に取り組む介護サポーター数 

： 85人（元年度）→ 151人（2年度）→ 160人（3年度） 

空き家等を活用した高齢者向け住宅の運営モデル作成 ： 3月 

    「あたまの元気度調査」実施者数  

： 6,276人（元年度）→ 3,456人（2年度）→ 6,500人（3年度） 

○総 39  認知症初期集中支援チームの支援者数  

： 54人（元年度）→ 55人（2年度）→ 55人（3年度） 

 ふくい嶺北圏域成年後見制度利用促進基本計画(令和 4 年度～8 年度)

策定 ： 8月 



 

 

組織目標Ⅳ 障がい者が地域で安心して生活できるよう支援します 

 

行動目標 SDGs 指標 

１２ 障がい者の相談支援体制の充実 

障がい者への課題が親の高齢化、子のひきこもり、虐待事案など複合的に 

絡み合い、対応が難しいケースが年々増加しています。 

こうした中、迅速に対応できるよう、相談支援専門員（※1）の質の向上を

図るため、事業所に対し研修等を実施し、地域の相談支援体制を強化しま

す。 

また、障がい相談支援事業所等(※2)が、定期的に連絡会を開催し、支援が

必要な方や社会資源（※3）の把握、連携強化のためのネットワークの構築を

図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

※1 相談支援専門員 

障がいを持つ方やそのご家族の相談にのり、要望をうかがい、各種サービス

を紹介し、必要に応じて連絡調整を行う者。また、サービスを利用する上で、

サービスの利用計画の作成を行う者 

 

 ※2 障がい相談支援事業所等 

・地区障がい相談支援事業所 

市内を 4 つに地区割りし、身体・知的・精神の障がいに関わらず、障が

いがある方やご家族などの身近な相談窓口として支援が必要な方の把握や

障がい福祉サービスの紹介を行う。 

・発達障がい相談支援事業所 

子どもから大人までの発達障がいに関する専門の相談窓口で、発達障が

いに関するひきこもりや就労などの相談を行う。 

・特定相談支援事業所 

障がい福祉に関するさまざまな問題について相談に応じて必要な情報を

提供したり、障がい福祉サービス利用に必要な計画の作成、関係機関との

連絡調整を行う。 

 

 ※3 社会資源 

障がい者が利用できるサービスや施設等 

 

 ※4 基幹相談支援センター 

総合的、専門的な相談支援や地域の相談支援体制の強化、相談支援専門員へ

の研修を行うなど、中核となる相談支援機関 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

基幹相談支援センター（※4）の市内の相談支援事業所への訪問 ： 全事業所 

相談支援専門員への研修開催 

： 年 3回（元年度）→ 年 3回（2年度）→ 年 4回以上（3年度） 

相談支援事業所の連絡会の開催(新設) ： 年１回以上 



 

  

 

 

行動目標 SDGs 指標 

１３ 発達障がい児者への支援の充実 

発達障がいのある人への支援は、一人ひとりの状態を把握し、幼児期から

成人期まで一貫した支援を行うことが重要なことから、児童発達支援センタ

ー（※1）が障害児通所支援事業所を訪問するとともに、適切に対応できる人

材の育成に取り組みます。 

特に、高校から成人期にかけての支援について、関係機関との協議の場を

新たに設けます。 

また、子育て関連施設を利用する就学前の気がかりな子（※2）について

は、保育カウンセラーが施設を訪問し、発達障がいについて適切な助言、指

導を行います。 

 

 

 

 

 

 

  ※1 児童発達支援センター 

発達に遅れのある又は障がいのある子どもに対する通所施設。 

日常生活の基本的な動作や知識、技能の習得、集団生活への適応訓練などの

必要な支援を行う。家族が安心して子育てができるよう、家族への支援も行

う。 

また、障がい児支援の拠点である児童発達支援センターの機能について、柔

軟な相談対応による早期支援やきめ細かな不登校児支援、地域の事業所への支

援として障害児通所支援事業所を定期的に訪問し、子どもへのかかわり方等に

対応する助言や指導を行うなど障がいのある児童や保護者への対応を強化する

児童発達支援センター機能強化事業に取り組む。 

 

※2 気がかりな子 

発達障がいなどの中軽度障がい児若しくは重度障がい児以外の児童で、医療

機関等の専門機関で障がいの判定は受けていないが、落ち着きがない、集団行

動ができない、こだわりが強い、衝動的である等の行動があり、特別な配慮が

必要であると保育士等が判断する児童 

 

※3 発達障がい児者支援人材の育成 

相談支援専門員や障がい福祉サービス事業所指導員、保育士等を対象に、参

加者の経験等にあわせて、講義、事例検討、実習を行っている。 

 

※4 県との連携会議 

構成メンバーは、県障がい福祉課、県高校教育課、ふくい若者サポートステ

ーション、スクラム福井、福井市発達障がい相談支援事業所を予定 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

児童発達支援センター訪問指導事業所数  ： 20カ所以上 

発達障がい児者支援人材の育成（※3）数 ： 12人 

県との連携会議（※4）の開催回数       ： 1回 



 

  

 

 

行動目標 SDGs 指標 

１４ 障がい者の就労支援 

 障がい者が社会の中で自立した生活が送れるよう、雇用調整員による一般

企業への就職支援及び就労後の定着支援を行い、就労を継続するための支援

の充実を図ります。 

また、障がい者の特性等に応じた多様な就労の機会の確保を図るため、障

がい者就労支援施設や障がい者と農業者とのマッチング（※1）など、農福連

携（※2）による雇用機会の拡大に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 障がい者就労支援施設又は障がい者と農業者とのマッチング 

農業に興味のある障がい者就労支援施設への農業者の紹介又は農業への就労

を希望する障がい者と障がい者の雇用を希望する農業者とを市雇用調整員が橋

渡しを行うマッチング支援 

 

※2 農福連携 

農福連携とは、農業分野と福祉分野が連携することにより、福祉分野では農

業活動が障がい者の就労訓練や雇用の場となり、担い手の高齢化や減少が進む

農業分野では働き手の確保や地域農業の維持等につなげることを目的とする。 

 

※3 障がい者の一般就労移行者数 

障がい者雇用調整員の支援による一般就労への移行者数 

 

※4 就労定着支援者数 

障がい者雇用調整員により就労定着支援を実施した者の数 

定期訪問 ：就労後１週間、1 カ月、3 カ月、6 カ月、1 年、以後 1 年毎 

不定期訪問：随時 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

○総 47 障がい者の一般就労移行者数（※3） 

： 18人（元年度）→ 19人（2年度）→ 20人以上（3年度） 

○総 47 就労定着支援者数（※4） 

： 27人（元年度）→ 29人（2年度）→ 30人以上（3年度） 

    障がい者就労支援施設又は障がい者と農業者とのマッチング 

： 1回以上 



 

  

 

 

行動目標 SDGs 指標 

１５ ○新災害時の支援体制づくり 

大雪の際など、自力での避難が困難な障がい者等（災害時要援護者）の安

否確認や避難支援において、より一層緊密な地域の協力体制が求められる

中、災害時の要援護者支援を円滑にするため、地域関係団体（※）代表者と

の協議の場を設置します。 

また、災害時や緊急時に加え、日常においても必要な支援等を求める場合

に使用するヘルプマーク（障がい者用防災スカーフ）、ヘルプカードの周知と

普及を図ります。 

 

 

 

 

 

※ 地域関係団体 

自主防災組織や消防団、福祉団体等、地域の団体組織 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 障がい者用防災スカーフ配布枚数（累計）  

： 419枚（元年度）→ 477枚（2年度）→ 550枚（3年度） 



 

  

組織目標Ⅴ 生活困窮者の自立を支援します 

 

行動目標 SDGs 指標 

１６ 社会的・経済的自立の支援 

生活困窮者が抱える多様で複雑な問題に対応するため、「自立サポートセン

ターよりそい」においてそれぞれの状況に応じた適切な相談支援を行うとと

もに、関係機関と連携を図りながら、就労準備支援（※1）や家計改善支援

（※2）など相談者に寄り添ったきめ細かな支援を行います。 

また、就労可能な生活保護者の経済的自立に向けハローワーク等との連携

を密にし、就労訓練（※3）を行うなどケースワーカーと就労支援員の協働に

よる支援に取り組みます。 

特に、新型コロナウイルスの影響による生活困窮者の相談対応について、

引き続き自立に向け適切な支援につなげていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

※1 就労準備支援 

就労支援を行う際に、仕事に戻る自信がない、長年ひきこもり状態だった

等、様々な課題がある方へ、規律正しい生活への改善や、対人能力の向上など

の支援を行う。履歴書作成指導や模擬面接、パソコン教室など就職活動のサポ

ートも行う。 

 

※2 家計改善支援 

生活困窮者に対し、収入、支出その他家計の状況を適切に把握すること及び

家計の改善の意欲を高めることを支援するとともに、家計再生プランの作成や

滞納の解消支援、生活に必要な資金貸付けのあっせんなどを行う。 

 

※3 就労訓練 

社会福祉法人や一般協力企業に就労体験の場を提供してもらい、就労への自

信回復や、就労意欲の増進を行いながら、一般就労への移行を支援していく。 

 
 
 
 
 
 
 

    生活困窮者新規就労者数 

： 167人（元年度）→ 160人（2年度）→ 170人（3年度） 

○総 48 生活保護世帯の新規経済的自立世帯数 

： 91世帯（元年度）→ 92世帯（2年度）→ 95世帯（3年度） 



 

  

組織目標Ⅵ（Ⅰ） 新型コロナウイルスのまん延防止に向けて感染症対策に取り組みます 

 

行動目標 SDGs 指標 

１７ ○新新型コロナウイルス感染症対策の推進 

新型コロナウイルス感染症のまん延防止については、感染者の早期発見や

入院等の措置が効果的であることから、積極的疫学調査（※）や、濃厚接触

者のほか接触の可能性がある方への検査等に取り組んでいます。 

今後も、引き続き積極的疫学調査を着実に行い、感染の可能性がある接触

者を幅広く捉えて早期に検査を実施するなど、迅速かつ的確に対応し、感染

症のまん延防止に努めます。 

 

 

 

 

※ 積極的疫学調査 

発症日から 2 週間前までの行動等を調査し、感染源との接触状況や感染経路を

究明するとともに、濃厚接触者の把握と健康観察等により感染拡大防止を図るこ

とを目的とするもの 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

積極的疫学調査の実施 



 

  

組織目標Ⅶ（Ⅱ） 公衆衛生の拠点として市民の安全を守ります 

 

行動目標 SDGs 指標 

１８ ○新食品衛生管理の推進 

改正食品衛生法の施行により、本年 6月から、原則全ての食品等事業者に

対して HACCP（※1）に沿った衛生管理が適用されるため、事業者に対して監

視指導（※2）を着実に行います。監視指導に当たっては、衛生管理計画の作

成状況や計画に基づく実施状況とその記録を確認するとともに、適切な衛生

管理の実施を指導することで食品衛生管理の推進を図ります。 

 

 

 

 

※1 HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point) 

原材料の入荷から、製造、出荷に至る全工程の中で起こり得る危害を洗い出

し、それらを低減・除去するために必要な管理方法を定めた衛生管理計画を作

成し、特に重要な工程を常時管理し記録を残すことで、安全を確保する衛生管

理の手法。 

 

※2 監視指導 

食品衛生法の規定により毎年度の策定が義務付けられている、福井市食品衛

生監視指導計画において、許可業種別の監視指導回数等を定め、食品等の安全

性の確保と食中毒等の飲食に起因する衛生上の危害の発生防止を図っている。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

監視指導の実施件数 ： 2,400件 



 

  

組織目標Ⅷ（Ⅲ） 新型コロナウイルスワクチンの円滑な接種を進めます 

 

行動目標 SDGs 指標 

１９ ○新新型コロナウイルスワクチン接種の推進 

新型コロナウイルス感染症のまん延を防ぐため、国の示すワクチン供給スケジュ

ール（※1）に合わせ、医師会等と協力することで接種体制（※2）を構築し、迅速か

つ円滑にワクチン接種を推進します。 

また、接種に関する正確な情報を迅速に発信することで、市民が安心して接種を

受けられる環境をつくり、接種率の向上を図ります。 

 

 

 

 

  ※1 ワクチン供給スケジュール（県内供給・高齢者分） 

4 月 5 日の週  2 箱    1,950 回分（5 回/瓶で算出） 

4 月 12 日の週 10 箱  9,750 回分 

4 月 19 日の週 10 箱  9,750 回分 

4 月 26 日の週 17 箱  16,575 回分 

         合 計  39 箱  38,025 回分 

・うち、9,810 回分（4,905 人分）が本市に配分される予定 

    ・4 月供給分は、試行的に高齢者施設（入所者、従事者）で接種 

    ・国は 6 月末までに全国すべての高齢者（約 3,600 万人）に 2 回接種できる数

量のワクチンを順次出荷するとしている。 

 

 ※2 接種体制の基本的考え方 

・個別接種をベースに集団接種を組み合わせる。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ワクチンの供給に合わせた接種体制の構築 



 

  

組織目標Ⅸ（Ⅳ） 母子保健の拠点として妊娠期から切れ目ない支援を行います 

 

行動目標 SDGs 指標 

２０ 妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援の推進 

安心して妊娠・出産・子育てができるよう、「妊娠・子育てサポートセンタ

ーふくっこ」（※1）において、支援が必要な母子を早期に把握し、専門職に

よる相談体制の充実を図ったうえで、保健・福祉・医療等の関係機関と連携

した切れ目ない支援を行います。 

また、生後 4カ月までの乳児を保健師又は助産師等が全戸訪問すること

で、子育て支援サービスの情報提供や育児支援を確実に行うとともに、虐待

の防止にも努めます。 

さらに、支援が必要な産婦には産後ケア事業（※2）を活用するなど、支援

プランに基づくきめ細かな支援を実施します。 

 

 

 

 

 

※1 妊娠・子育てサポートセンターふくっこ 

・妊娠届出時の妊婦全数面接相談及び情報提供   

・妊娠・出産・子育てに関する母子相談窓口    

・要支援者（若年や心身に不調がある妊産婦等）の把握及び支援プランの作成 

・保健・福祉・医療・教育等の関係機関との連絡調整及び連携体制の整備 

 

※2 産後ケア事業 

・対象者：心身の不調や育児不安がある等支援が必要な産後１年までの母子 

・種 類：宿泊型、通所型、訪問型 

・内 容：母体の健康管理、児の発達チェック、授乳指導や沐浴指導等 

・委託機関：市内産科医療機関等（4 機関） 

 

 ※3 乳児家庭訪問実施率 

：生後 4 カ月までの乳児家庭の訪問・面接実件数／対象者数×100 

 

※4 専門職による個別相談 

・助産師相談（月 1 回） 

妊産婦の出産・育児に関する様々な不安軽減のため、助産師による専門的

な育児相談、指導等を実施する。 

・心理カウンセラー相談（月 2 回） 

臨床心理士等による有資格者が、育児不安やストレス、家族関係の悩みの相談

に対応し、対処法など具体的な助言や心理的支援を実施する。 

 

乳児家庭訪問実施率(※3)   ： 99.5％ 

専門職による個別相談（※4） ： 36回 



 

  

組織目標Ⅹ（Ⅴ） 市民の健康な生活を応援します（保健衛生局含む） 

 

行動目標 SDGs 指標 

２１ ○新自殺対策における相談体制及び人材育成の充実 

長引くコロナ禍の影響を受け、失業や生活苦、家庭環境の変化等により全

国的に自殺者が増加し、今後も自殺リスクの高まりが危惧されます。そのた

め、不安や悩みを抱えた市民の相談に応じる相談会を毎月 1回実施します。 

また、市民や地域の支援に関わる人等に対してゲートキーパー（※）養成

研修を実施し、自殺対策を支える人材を育成します。 

 

 

 

 

 

 

※ ゲートキーパー 

自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる人に気づき、声を

かけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る）を図ることができる人 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

自殺対策にかかる相談会の開催 ： 12回 

ゲートキーパー養成研修受講者数(累計) 

        ： 981人（元年度）→ 1,022人(2年度)→ 1,250人(3年度) 



 

  

 

 

行動目標 SDGs 指標 

２２ 福井市国民健康保険加入者の健康増進 

データヘルス計画（※1）に基づき、特定健診・特定保健指導の受診率等を

向上させ、加入者の生活習慣の改善と生活習慣病の予防を図ります。 

特定健診については、過去の受診結果を基にした、個別のアドバイス付き

の受診勧奨通知を送付するとともに、ショッピングセンターなどで気軽に受

診できる機会を増やします。 

また、特定保健指導については、健診当日に指導対象者に初回面接を実施

するとともに、健診結果と同時に保健指導の案内を送付し、効果的な利用勧

奨を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

※1 データヘルス計画（計画期間:平成 30 年度～令和 5 年度） 

特定健診や医療機関受診等のデータを活用し、効果的・効率的な保健事業を

実施するための計画で、特定健診及び特定保健指導の具体的な実施方法を定め

る「特定健康診査等実施計画」と一体的な計画として策定 

 

※2 特定健診：メタボリックシンドロームに着目した健康診査。 

内臓脂肪の蓄積を把握し生活習慣病の予防を図ることが目的。 

対象者 ：国民健康保険の被保険者で、年度内に 40～74 歳到達者 

    受診率 ＝ 特定健診受診者数／特定健診対象者数 

    令和 2 年度実績（見込） 9,299 人／35,764人≒26.0％ 

    令和 3 年度目標（第七次総合計画の目標値）   41.0％ 

 

※3 特定保健指導：特定健診等受診後、メタボリックシンドロームのリスク数に応

じ、生活習慣の改善が必要な方に行う保健指導。 

    対象者     ：特定健診・人間ドックの結果、腹囲、血糖値等が所定の値を上回

る方。(糖尿病、高血圧症等で薬剤治療中の方は除く) 

    実施率 ＝ 特定保健指導利用者数／特定保健指導対象者数 

    令和 2 年度実績（見込）  158 人／  746人≒21.2％ 

     令和 3 年度目標（データヘルス計画の目標値） 33.0％ 

 

○総 40  特定健診（※2）受診率 

： 31.8%（元年度）→ 26.0%（2年度見込）→ 41.0%（3年度） 

特定保健指導（※3）実施率 

     ： 13.1%（元年度）→ 21.2%（2年度見込）→ 33.0%（3年度） 



 

 

 

行動目標 SDGs 指標 

２３ コロナ禍における健康づくりの推進と生活習慣病の発症予防 

新型コロナウイルス感染症の重症化を防ぎ健康の二次被害（※1）を起こさ

ないためには、日頃の健康管理が重要です。このため、YouTubeや Facebook

（SNS）を活用し、新しい生活様式に基づいた正しい健康情報や動画を発信し

ます。 

また、検診については、安心して受診できる環境を整え、特に罹患数及び

死亡数が多い大腸がん検診受診率（※2）の向上に一層取り組みます。 

さらに、これらを積極的に取り組むため、検診や健康づくりの取組に応じ

抽選で賞品を付与する「健康１０１チャレンジ事業」（※3）の普及に努め、

動機付け強化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

※1 健康の二次被害 
外出自粛により身体活動や社会参加の機会が減少することで起こる健康被害。

免疫力や筋肉量の低下、糖尿病や高血圧などの基礎疾患の悪化、認知機能の低下、
ストレスによるこころの病気等。 

 
※2 大腸がん検診受診率 

40～69 歳までの受診者数／40～69 歳までの県推計対象者数 
 
※3 健康 101 チャレンジ事業 

健康づくりの取組の動機づけ・定着を目的とした事業。ウォーキングやベジ・
ファースト等、健康づくりの目標を設定し、健康づくりや生活習慣改善の取組や
検診受診等でポイントを付与、一定のポイントに達成した方を対象に、抽選で賞
品（協賛企業から提供）を進呈する。 

 

ＳＮＳ（Facebook）を通じた正しい健康情報の発信 

: 27回 (2年度)→ 30回（3年度） 

大腸がん検診受診率(※2) 

: 25.8％（元年度）→ 20.2% (2年度)→ 20.5％（3年度） 






